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Ⅰ 授業料免除申請について 
 

 

令和２年度後期授業料免除については、以下のとおり実施します。それぞれ申請出来る対象者が異な

りますので、本要項を熟読の上、手続きを行ってください。 

 

１ 高等教育の修学支援新制度による授業料等の減免申請 

 令和２年４月から、高等教育の修学支援新制度がスタートしました。認定要件を満たす学生は、支援

区分に応じて、授業料等減免と給付奨学金による経済的支援を受けることができます。支援を受けるに

は、授業料等減免と給付型奨学金それぞれに申請を行ってください。 

○対  象：４，５年生及び専攻科生 

○認定要件： 

（１）国籍・在留資格等に関する要件 

   － 日本国籍を有する者、法定特別永住者等 

（２）大学等に進学するまでの期間等に関する要件 

   － 高等学校等（高専３年次修了含む）を初めて卒業した年度の翌年度の末日から、大学等

（４年次進級含む）に入学した日までの期間が２年を経過していない者等 

（３）学業成績等に関する基準 

   ○４年生（編入生含む） 

    次のいずれかに該当すること 

    ・ 高校等（高専１～３年次）における評定平均値が３．５以上もしくはそれに準ずる成績

であること、又は、入学試験の成績が上位２分の１以上であること 

    ・ 高校卒業程度認定試験の合格者であること 

    ・ 将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計

画書等により確認できること 

   ○５年生、専攻科生 

    次のいずれかに該当すること 

    ・ＧＰＡ等が在学する学科等における上位２分の１の範囲に属すること 

    ・修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標を

持って学修する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること 

（４）家計の経済状況に関する基準 

   ○収入基準 

【算式】市町村民税の所得割の課税標準額×６％－（調整控除の額＋税額調整額） 
    ※政令指定都市に市民税を納税している場合は、（調整控除の額＋税額調整額）に 3/4 を乗じた額 

区分 減免額算定基準額 減免額 

第Ⅰ区分 100 円未満 満額（上限の範囲内） 

第Ⅱ区分 100 円以上～25，600 円未満 第Ⅰ区分の減免額の 2/3 

第Ⅲ区分 25,600 円以上～51,300 円未満 第Ⅰ区分の減免額の 1/3 

     ○資産基準 

      学生及び生計維持者（２人）の資産額の合計が 2,000 万円未満（生計維持者が１人のとき

は 1,250 万円未満）であること 
      ※資産とは、現金やこれに準ずるもの（投資用資産として保有する金・銀等、預貯金、有価証券の合計額を

指し、土地等の不動産は含まない） 

 

２ 経過措置による国立高等専門学校機構における授業料免除申請 

・経済的理由による場合【対象：５年生以上】 

経済的理由によって授業料の納付が困難※１であり，かつ，学業優秀※２と認められる者 

○対  象：５年生以上の学生で以下のいずれかに該当する学生 

・高等教育の修学支援新制度による授業料等の減免の対象外となる学生 

・高等教育の修学支援新制度による減免認定額と経過措置による国立高等専門学校機 

構における授業料免除による免除額に差額が生じる学生 
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３ 国立高等専門学校機構における授業料免除申請 

（１）災害等の特別な事情による場合【対象：４年生以上】 

次の①又は②に該当する特別な事情により，授業料の納付が著しく困難であると認められる者 

① 授業料の各期の納付期限前６月以内（新入学生に対する入学した日の属する期分の免除に係る

場合は入学前１年以内）において，学資負担者が死亡した場合又は学生若しくは学資負担者が風

水害等の災害を受けた場合 

② ①に準ずる場合であって，校長が相当と認める事由がある場合 

 

（２）授業料免除における特別措置による場合【対象：１～３年生（③のみ４年生以上）】 

次の①～④に該当する事情があり，かつ経済的に授業料の納付が困難※１であると認められる者 

① 高等学校等就学支援金制度の対象となる学科１年生から３年生までのうち，授業料の全額が支

援されない者で，授業料の各期の納期期限前６月以内（新入学生に対する入学した日の属する期

分の免除に係る場合は入学前１年以内）において，学資負担者が死亡した場合又は学生若しくは

学資負担者が風水害等の災害を受けた場合 

② 高等学校等就学支援金制度の３６月の支給上限期間を超える等，当該制度では就学支援されな

い３年生以下の者であり，かつ学業優秀※２と認められる者 

③ 高等学校等就学支援金制度の対象となる学科１年生から３年生以外の者で，授業料の各期の納

付期限前６月以内において，学資負担者の失職等により著しい家計の急変があった場合 

④ 高等学校等就学支援金制度の対象となる学科１年生から３年生までのうち，課税証明書が発行

されない等の理由で就学支援金の加算申請ができない者で，かつ学業優秀※２と認められる者 
 

※１ 「経済的理由によって授業料の納付が困難」とは，別途定めるところにより，その者の属する世帯の一年間

の総所得金額が一定基準以下となる場合をいいます。ただし，長期療養者がいる世帯，身体障害者がいる世帯

など家計の支出が多額となる特別の事情がある者については，特例が認められ，基準が緩和されます。 

 

※２ 「学業優秀」とは，以下の学力基準を満たす者です。 

第１学年後期以降については，本人の属する学年・学科において，最新の期末の成績順位が上位 2/3 以内

の者であること。（ただし専攻科を除く。） 

専攻科生第１学年後期以降については，最新の定期試験の成績の評定を全修得科目について平均した値が

3.2 以上の者であること。 

ただし、母子・父子家庭※３、生活保護世帯等経済的困窮度が著しく高く特別の事情がある者については、

以下のとおり特例が認められます。 

本人の属する学年・学科において，最新の期末の成績順位が上位 3/4 以内の者であること。（ただし専攻

科を除く。） 

専攻科生第１学年後期以降については，最新の定期試験の成績の評定を全修得科目について平均した値が

3.0 以上の者であること。 

※３ 母子・父子家庭で、次の世帯については特例が認められません。 

①18 歳以上の就学者でない兄弟姉妹が未就労で「長期に療養を要する者」又は「心身に障害がある者」に該当

しない場合 

②60 歳以上の祖父母で各々の前年度の所得金額（所得税法上の所得金額）が 50 万円以上の場合 

 

４ 提出書類 

「Ⅱ 提出書類」を参照してください。なお，提出した書類は返却しません。 

 

５ 免除許可・不許可の連絡 

選考結果は，保護者宛に文書で通知します。 

 

６ その他 

・申請書類等に虚偽があったときは，許可を取消す場合があります。 

・前期申請時に前期分と後期分を一括申請したときでも，選考はそれぞれ各期ごとに行うため，前期

と後期で選考結果が異なる場合があります。 
・前期は４月１日，後期は１０月１日現在の状況をもとに選考を行います。 
・授業料免除等の申請に伴う許可，不許可が決定されるまでの間は，その申請に係る授業料の徴収は

猶予されます。  
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Ⅱ 提出書類 
 

１ 全員が提出するもの 

区分 提出書類 発行機関等 

高等教育の修学支援新制

度による授業料等減免申

請者 

 

経過措置による国立高等

専門学校機構における授

業料免除申請者※ 

 

国立高等専門学校機構に

おける授業料免除申請者
（１）災害等の特別な事情に

よる場合※ 

【初回申請時】 

大学等における修学の支援に関する法律による授

業料等減免の対象者の認定に関する申請書 

 

【継続時】 

大学等における修学の支援に関する法律による授

業料減免の対象者の認定の継続に関する申請書 

 

※国立高等専門学校機構における授業料免除申請

者（経過措置含む）は、申請書（Ａ様式１，２）の

裏面も必ず記入すること。 

 

【初回申請時】 

Ａ様式１ 

 

 

【継続時】 

Ａ様式２ 

 

 

 

 

 

国立高等専門学校機構に

おける授業料免除申請者
（２）授業料免除における特

別措置による場合 

授業料免除申請書（特別措置） 別紙様式 

 
２ 該当者が提出するもの  

区分 提出書類 発行機関等 

経過措置による国立高等

専門学校機構における授

業料免除申請者 

 

国立高等専門学校機構に

おける授業料免除申請者 
（１）災害等の特別な事情

による場合 
（２）授業料免除における

特別措置による場合 

家族状況等申告書 様式第７号 

市区町村発行の所得証明書 

・令和２年度（平成３１（令和元）年分）分 

・合計所得金額，課税標準額，市民税・県民税額，

所得控除の内訳を記載したもので，免除申請者と

生計を一とする世帯の全員分（就学者，１５歳未

満，専業主婦等含む） 

※所得がなく所得証明書が発行されない場合は，非

課税証明書 

※収入がないために申告をしておらず所得証明書

等に金額が記載されない者について，無収入申立

書による申立てを行う場合は，新たに申告し所得

証明書等を再取得する必要はない。 

市区町村役場 
※通常６月以降に発行 

住民票（免除申請者と生計を一とする世帯全員分）

の写し 
市区町村役場 

「家族状況等申告書（様式第７号）」により該当す

る書類 

各機関及び（別紙様

式１～７） 

＜提出期限等＞ 

提 出 先：学生課学生支援係 

提出期限：令和２年９月２５日（金） 

 
（注） 

１．申請書類に不備・不足等がある場合は受付できません。 

２．提出期限までに申請書類が提出されなかった場合は，申請がなかったものとみなします。 

３．提出期限後の提出については受付できません。 

４．ご不明な点等ありましたら，学生課（TEL：097-552-6365）までお問い合わせください。 
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Ⅲ 提出書類様式 
 

 

注）（別紙様式１～７）は該当する場合のみ提出してください。 

 

Ａ様式１ 
大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者の認定に関

する申請書 

Ａ様式２ 
大学等における修学の支援に関する法律による授業料減免の対象者の認定の継続

に関する申請書 

別紙様式 授業料免除申請書（特別措置） 

様式第７号 家族状況等申告書 

（別紙様式１） 給与支給（見込）証明書 

（別紙様式２） 退職及び退職金支給証明書 

（別紙様式３） 無収入申立書 

（別紙様式４） 母子・父子世帯等申立書 

（別紙様式５） 在学及び就学状況等証明書 

（別紙様式６） 長期療養者に係る支出（見込）額等申立書 

（別紙様式７） 主たる学資負担者（家計支持者）別居に係る支出（見込）額等申立書 


